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○防府市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規程 

平成二十八年三月三十一日 

上下水道局規程第九号 

改正 令和二年三月二六日上下水道局規程第三号 

（趣旨） 

第一条 この規程は、防府市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例（平

成二十八年防府市条例第二十四号。以下「条例」という。）第九条の規定に基づ

き、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（許可の申請） 

第二条 条例第三条の規定により区域外流入の許可を受けようとする受益者は、物

件設置（変更）許可申請書（防府市下水道条例施行規程（平成二十三年防府市水

道局規程第三号）第二十四号様式）、公共下水道事業計画区域外流入許可申請書

（第一号様式）その他の上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が必要

と認める書類に関係図書を添付して管理者に提出しなければならない。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（許可書の交付） 

第三条 管理者は、条例第三条の規定により区域外流入を許可するときは、物件設

置（変更）許可書（防府市下水道条例施行規程第二十五号様式）及び公共下水道

事業計画区域外流入許可書（第二号様式）を申請者に交付する。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（工事の費用負担） 

第四条 区域外流入に係る排水設備等の工事（以下「工事」という。）に要する費

用は、受益者の負担とする。 

（工事の着手届等） 

第五条 受益者は、工事に着手しようとするときは、公共下水道取付管工事着手届

（第三号様式）その他の管理者が必要と認める書類に関係図書を添付して管理者

に提出しなければならない。 

２ 工事は、防府市排水設備指定工事店規程（平成二十三年防府市水道局規程第四
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号）に規定する指定工事店でなければ、行ってはならない。ただし、都市計画法

（昭和四十三年法律第百号）に規定する開発行為に伴う工事ついては、この限り

でない。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（工事の検査） 

第六条 受益者は、工事を完了したときは、公共下水道取付管工事完了届（第四号

様式）及び公共下水道取付管設置届（第五号様式）（以下「設置届」という。）

を管理者に提出し、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に

適合するものであることについて、検査を受けなければならない。 

２ 前項の検査に合格したときは、管理者は、受益者に検査済証を交付する。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（維持管理に関する指示等） 

第七条 受益者は、区域外流入をするに当たっては、その排水設備等を適切に管理

し、及び使用しなければならない。ただし、排水設備等のうち、市道に係る部分

の排水設備（取付管を含む。）その他管理者が必要と認める設備（以下この条に

おいて「帰属設備」という。）は、受益者の申出により、市に帰属させることが

できる。 

２ 受益者は、前項ただし書の規定により帰属設備を市に帰属させようとする場合

は、設置届により届け出なければならない。 

３ 管理者は、区域外流入により、公共下水道の維持管理に支障を与えるおそれが

あると認めるときは、受益者に対し、必要な指示を行うことができる。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（受益者の地積） 

第八条 条例第四条に規定する受益者が負担する分担金の算定基準となる土地の地

積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、又は管理者が必要と認める

ときは、実測によることができる。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（受益者の申告） 
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第九条 第六条第二項に規定する検査済証の交付を受けた受益者は、管理者の定め

る期日までに、下水道事業受益者申告書（第六号様式）を管理者に提出しなけれ

ばならない。この場合において、受益者が条例第二条第二号ただし書に規定する

受益者（以下「権利者」という。）であるときは、土地の所有者と連署して提出

しなければならない。 

２ 前項の場合において、同一の土地について二人以上の受益者があるときは、代

表者を定め、代表者が申告しなければならない。 

３ 管理者は、前二項の規定による申告のないとき又は申告の内容が事実と異なる

と認められるときは、申告によらないで受益者を認定することができる。 

４ 受益者は、申告の内容に変更が生じたときは、速やかに、管理者にその旨を申

告しなければならない。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（端数計算） 

第十条 条例第四条に規定する受益者が負担する分担金の額を計算する場合におい

て、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ 第十四条に規定する還付又は充当加算金の額を計算する場合において、その計

算の基礎となる分担金の額に千円未満の端数があるとき又はその分担金の全額が

二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

３ 還付又は充当加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき又はその全額が千

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

（分担金の額等の通知） 

第十一条 条例第五条第二項の規定による分担金の額及び納期限の通知は、下水道

事業受益者分担金決定通知書（第七号様式）（以下「決定通知書」という。）に

よるものとする。 

２ 管理者は、分担金の額に変更があった場合は、下水道事業受益者分担金更正決

定通知書（第八号様式）により通知するものとする。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（分担金の納付） 
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第十二条 条例第五条第二項に規定する納期限は、決定通知書を発する日の属する

月の末日とする。 

２ 分担金は、下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収書（第九号様式）により

一括して納付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この

限りでない。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（過誤納金の取扱い） 

第十三条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金（以下「過誤納金」という。）

があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る

徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。 

２ 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞な

くその旨を当該受益者に対し、下水道事業受益者分担金過誤納金還付（充当）通

知書（第十号様式）により通知するものとする。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（還付又は充当加算金） 

第十四条 管理者は、前条第一項の規定により過誤納金を還付し、又は徴収金に充

当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定

した日又は充当した日までの期間に応じ、その金額に年七・三パーセントを乗じ

て計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するもの

とする。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（分担金の徴収猶予） 

第十五条 条例第七条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水

道事業受益者分担金徴収猶予申請書（第十一号様式）を管理者に提出しなければ

ならない。この場合において、当該申請書を決定通知書を受け取った日以後に提

出する場合は、当該決定通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日

から三十日以内に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表の下水道事業受益者分担
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金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者分担金徴収

猶予決定通知書（第十二号様式）により申請者に通知するものとする。 

３ 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨

を管理者に届け出なければならない。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（分担金の減免） 

第十六条 条例第八条第一項の規定により準用する防府市都市計画下水道事業受益

者負担金に関する条例（昭和四十六年防府市条例第二十八号。以下「負担金条例」

という。）第八条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業

受益者分担金減免申請書（第十三号様式）を管理者に提出しなければならない。

この場合において、当該申請書を決定通知書を受け取った日以後に提出する場合

は、当該決定通知書を受け取った日から三十日以内に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、次項に定める減免基準に基づ

き、その適否を審査決定し、下水道事業受益者分担金減免決定通知書（第十四号

様式）により申請者に通知するものとする。 

３ 防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程（平成二十三年

防府市水道局規程第五号。以下「負担金規程」という。）別表第三の規定は、分

担金の減免基準について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

下水道事業受益者負担金減免

基準 

下水道事業受益者分担金減免基準 

条例第八条第二項第一号 条例第八条で準用する負担金条例第八条第二項第

一号 

条例第八条第二項第二号 条例第八条で準用する負担金条例第八条第二項第

二号 

条例第八条第二項第三号 条例第八条で準用する負担金条例第八条第二項第

三号 

条例第八条第二項第四号 条例第八条で準用する負担金条例第八条第二項第
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四号 

認められる受益者 認められる受益者であってその状況により特に分

担金を減免する必要があると認められるもの 

条例第八条第二項第五号 条例第八条で準用する負担金条例第八条第二項第

五号 

条例第八条第二項第六号 条例第八条で準用する負担金条例第八条第二項第

六号 

４ 分担金の減免を受けた者は、第一項に規定する申請書の内容に変更が生じた場

合は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（賦課徴収に関する事務の委任） 

第十七条 負担金規程第十三条の規定は、分担金の賦課徴収に関する事務の委任に

ついて準用する。この場合において、同条中「負担金」とあるのは「分担金」と

読み替えるものとする。 

（受益者の変更） 

第十八条 受益者の変更があったときは、その当事者は、変更があった日から三十

日以内に下水道事業受益者異動申告書（第十五号様式）を管理者に提出しなけれ

ばならない。この場合において、当事者が権利者であるときは、当該申告書に土

地所有者の連署を要するものとする。 

２ 納期限までに前項の申告書の提出があったときは、新たに受益者となった者は、

従前の受益者の地位を承継するものとし、従前の受益者に係る負担義務の消滅に

ついては、下水道事業受益者分担金更正決定通知書（第八号様式）により通知す

るものとする。ただし、当該届出の日までに納期限を経過している分担金につい

ては、従前の受益者が納付するものとする。 

３ 第十一条及び第十二条第二項の規定は、新たに受益者となった者が納付すべき

分担金の額及び納期限の通知について準用する。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（納付代理人の申告） 
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第十九条 受益者は、市内に住所、居所又は事務所を有しないとき又は有しなくな

ったときは、遅滞なく、受益者に代わって分担金の納付に関する事項を処理させ

るため、市内に住所を有し独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下

水道事業受益者分担金納付代理人申告書（第十六号様式）を管理者に提出しなけ

ればならない。納付代理人又は納付代理人の住所を変更したときも同様とする。 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

（督促） 

第二十条 条例第八条第二項においてその例によることとされる防府市税外諸歳入

金に対する督促等に関する条例（昭和三十二年防府市条例第三十一号。以下「督

促等に関する条例」という。）第三条第一項の規定により行う督促は、下水道事

業受益者分担金督促状兼領収書（第十七号様式）による。 

（延滞金の減免） 

第二十一条 条例第八条第二項においてその例によることとされる督促等に関する

条例第五条第三項の規定により延滞金を減免する場合は、次に掲げるとおりとす

る。 

一 受益者が死亡したとき。 

二 受益者が公の生活扶助を受けているときその他これに準ずる特別の事情があ

ると認められるとき。 

三 受益者である法人が解散し、又は受益者が破産手続開始の決定を受けたとき。 

四 決定通知書の送達の事実を受益者において知ることができない正当な理由が

あるとき。 

五 その他前各号に掲げるもののほかこれらに類する特別の事情があるとき。 

（遵守事項） 

第二十二条 受益者は、この規程に定めるもののほか、下水道法（昭和三十三年法

律第七十九号）その他の下水道に関する法令を遵守しなければならない。 

（その他） 

第二十三条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者がその都度定め

る。 



8/32 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この規程は、平成二十八年七月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第四項の規定による改正前の防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する

条例施行規程（平成二十三年防府市水道局規程第五号）の規定の適用を受けてい

た者に対する分担金については、なお従前の例による。 

（還付又は充当加算金の割合の特例） 

３ 当分の間、第十四条に規定する還付又は充当加算金の年七・三パーセントの割

合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措

置法（昭和三十二年法律第二十六号）第九十三条第二項の規定により告示された

割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）

が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特

例基準割合とする。 

附 則（令和二年三月二六日上下水道局規程第三号）抄 

（施行期日） 

１ この規程は、令和二年四月一日から施行する。 

（様式の改正に伴う経過措置） 

３ この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについ

ては、適宜修正の上使用することができる。 

別表（第十五条関係） 

（令二上下水道局規程三・一部改正） 

下水道事業受益者分担金徴収猶予基準 

該当条項 徴収猶予基準 被害等の程度 猶予期間 備考 

条例第七条 災害等により家屋に被害

を受けた受益者（火災に

ついては焼失割合とし、

三〇％以上 六月以内  

五〇％以上 一年以内  

一〇〇％ 二年以内  
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風水害については破壊割

合とする。） 

盗難にあった受益者 一〇万円以上 六月以内  

三〇万円以上 一年以内  

五〇万円以上 一年六月以内  

一〇〇万円以

上 

二年以内  

受益者又は同居の親族が

病気又は事故等により長

期療養を必要とする場合 

一年以上 二年以内  

その他特に管理者が認め

た受益者 

 管理者が必要

と認める期間 
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第１号様式（第２条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第２号様式（第３条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第３号様式（第５条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第４号様式（第６条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第５号様式（第６条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第６号様式（第９条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第７号様式（第１１条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第８号様式（第１１条、第１８条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第９号様式（第１２条関係） 

（令２上下水道局規程３・全改） 

第１０号様式（第１３条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第１１号様式（第１５条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第１２号様式（第１５条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第１３号様式（第１６条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第１４号様式（第１６条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 
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第１５号様式（第１８条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第１６号様式（第１９条関係） 

（令２上下水道局規程３・一部改正） 

第１７号様式（第２０条関係） 

（令２上下水道局規程３・全改） 

 


